
 

【改正】旅館業法第 7条及び第 7条の２（抜粋） 

報告・立入権限の規定を拡大 

第七条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、営業者その他の関

係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造

設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において次条第三項の規定による命

令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者(営業

者を除く。)その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設

に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質

問させることができる。 

 

 

措置命令権限の規定を追加 

第七条の二  

（第１項 略） 

２ 都道府県知事は、旅館業による公衆衛生上の危害の発生若しくは拡大又は善良の

風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため必要があると認めるときは、当

該営業者に対し、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを

命ずることができる。 

３ 都道府県知事は、この法律の規定に違反して旅館業が営まれている場合であつて、

当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は

著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる

必要があると認めるときは、当該旅館業を営む者（営業者を除く。）に対し、当該旅館

業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命

ずることができる。 
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